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(57)【要約】
【課題】トリートメント性および染毛性を有した染毛料組成物を提供すること。
【解決手段】直接染料を含有する、ケラチン繊維の染毛に用いられる染毛料組成物であっ
て、（Ａ）２５℃での粘度が５０ｍｍ２／ｓ以下のメチルポリシロキサンと、（Ｂ）２５
℃での粘度が１００００ｍｍ２／ｓ以上のメチルポリシロキサンを含有し、これらの質量
の合計である（Ａ）＋（Ｂ）を５～２０質量％、質量の比である（Ａ）／（Ｂ）を０．５
～２とする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
直接染料を含有する、ケラチン繊維の染毛に用いられる染毛料組成物であって、
（Ａ）２５℃での粘度が５０ｍｍ２／ｓ以下のメチルポリシロキサン
（Ｂ）２５℃での粘度が１００００ｍｍ２／ｓ以上のメチルポリシロキサン
を含有し、これらの質量の合計である（Ａ）＋（Ｂ）が５～２０質量％、質量の比である
（Ａ）／（Ｂ）が０．５～２であることを特徴とする染毛料組成物。
【請求項２】
メチルポリシロキサンの質量の合計である（Ａ）＋（Ｂ）が１０～１５質量％であること
を特徴とする、請求項１に記載の染毛料組成物。
【請求項３】
さらに、塩化ベヘニルトリメチルアンモニウムを含有することを特徴とする、請求項１ま
たは２に記載の染毛料組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は染毛料組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
染毛用組成物は、酸化染料を用いる酸化染毛剤などの永久染毛剤、直接染料を用いる半永
久染毛料、顔料などを用いる一時着色料に大別される。これらのうち半永久染毛料の染毛
性は、アルカリ剤や酸化剤などを用いないため永久染毛剤と比較して低いが、毛髪に与え
る損傷は小さい。一方、酸化染毛剤は染毛性は高いものの、毛髪に与える損傷は半永久染
毛料と比べると高い。このような違いにより、繰り返し使用されるカラーリング剤として
、半永久染毛料の一つであるカラートリートメントの需要が市場で高くなっている。
【０００３】
カラートリートメントには、一般におしゃれ染めといわれる明るい髪用や、白髪染めとい
われる白髪用などのバリエーションがある。そのため市場で求められる染毛色も青、赤、
黄などの原色に近い色や、彩度と明度が小さい茶色や黒など多岐に渡る。
【０００４】
一般にカラートリートメントは、毛髪にトリートメント性を付与する。例えば、軽い風合
いを出すために陽イオン性界面活性剤や陽イオン性高分子が含まれていることがある。ま
た良好な指通り性や、艶を与えるために、油性成分が含まれていることがある。
【０００５】
そしてカラートリートメントには、直接染料が含有される。直接染料の中でも、トリート
メント性を付与する成分と併用しても染毛性が低下しにくい、塩基性染料やＨＣ染料が主
に用いられている。
【０００６】
例えば、染毛力と、毛髪ドライ時の指通り向上の両立を目的として、特許文献１には、液
状のエステル油と、アルキルアミドアミンおよびその塩との組み合わせが提案されている
。また、特許文献２には、アミン化合物、α－ヒドロキシ酸、シリコーンおよびシリコー
ン誘導体との組み合わせが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１４－１０１２９０号公報
【特許文献２】特開２０１４－２３４３７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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上記特許文献１、２で得られる染毛料組成物は、染毛性は高いものの、油性成分を多く含
有する場合、染毛性が低下する傾向があり、トリートメント性、および染毛性を両立する
ことは困難であった。
【０００９】
本発明は、上記課題を解決するものである。つまり、トリートメント性を持ちながらも、
染毛性を有した染毛料組成物を提供することを目的とする。
【００１０】
なお、本発明においてトリートメント性とは、すすぎ時の指通りと、髪を乾かした後の風
合いを意味する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明者は、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、直接染料を含有する、ケラチ
ン繊維の染毛に用いられる染毛料組成物であって、（Ａ）２５℃での粘度が５０ｍｍ２／
ｓ以下のメチルポリシロキサン、（Ｂ）２５℃での粘度が１００００ｍｍ２／ｓ以上のメ
チルポリシロキサンを含有し、これらの質量の合計である（Ａ）＋（Ｂ）を５～２０質量
％、質量の比である（Ａ）／（Ｂ）を０．５～２とすることで、上記課題を解決できるこ
とを見出し、本発明を完成するに至った。
【発明の効果】
【００１２】
本発明によれば、トリートメント性、および染毛性を有した染毛料組成物を得ることがで
きる。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下に本発明を詳細に説明する。
【００１４】
本発明による染毛料組成物は、直接染料を含有する。
【００１５】
本発明に用いる直接染料としては、例えば、塩基性染料、ＨＣ染料、酸性染料、天然染料
、分散染料などが挙げられる。これら直接染料のうち、トリートメント性を付与する成分
と併用しても染毛性が低下しにくいことから、塩基性染料、ＨＣ染料が好ましい。
【００１６】
塩基性染料としては、特に限定されないが、例えば、塩基性茶１６、塩基性茶１７、塩基
性赤５１、塩基性赤７６、塩基性青７５、塩基性青９９、塩基性黄５７、赤色２１３など
が挙げられる。これらは１種または２種以上を含有することができる。
【００１７】
ＨＣ染料としては、特に限定されないが、例えば、ＨＣ橙１、ＨＣ赤１、ＨＣ赤３、ＨＣ
青２、ＨＣ黄２、ＨＣ黄４などが挙げられる。これらは１種または２種以上を含有するこ
とができる。
【００１８】
また、本発明による染毛料組成物は、トリートメント性を持たせるため、（Ａ）２５℃で
の粘度が５０ｍｍ２／ｓ以下のメチルポリシロキサンと、（Ｂ）２５℃での粘度が１００
００ｍｍ２／ｓ以上のメチルポリシロキサンを含有する。
【００１９】
（Ａ）としては、特に限定されないが、毛髪への残存性の観点から、２５℃での粘度が５
～５０ｍｍ２／ｓであることが好ましい。（Ａ）の具体例としては、例えば、ＫＦ－９６
Ａ－５ｃｓ（信越化学工業社製、粘度５ｍｍ２／ｓ（２５℃））、ＫＦ－９６Ａ－１０ｃ
ｓ（信越化学工業社製、粘度１０ｍｍ２／ｓ（２５℃））、ＫＦ－９６Ａ－５０ｃｓ（信
越化学工業社製、粘度５０ｍｍ２／ｓ（２５℃））などが挙げられる。
【００２０】
（Ｂ）としては、特に限定されないが、製造時のハンドリングの観点から、２５℃での粘
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度が１００００～１００００００ｍｍ２／ｓであることが好ましい。（Ｂ）の具体例とし
ては、例えば、ＫＦ－９６Ｈ－１万ｃｓ（信越化学工業社製、粘度１００００ｍｍ２／ｓ
（２５℃））、ＫＦ－９６Ｈ－１０万ｃｓ（信越化学工業社製、粘度１０００００ｍｍ２

／ｓ（２５℃））などが挙げられる。
【００２１】
本発明において、（Ａ）と（Ｂ）の質量の合計である（Ａ）＋（Ｂ）は、トリートメント
性の観点から、好ましくは５～２０質量％であり、より好ましくは１０～１５質量％であ
る。５質量％未満では、十分なトリートメント性が得られない恐れがあり、２０質量％を
超えて含有させると乾燥後の風合いが悪くなる恐れがある。
【００２２】
本発明において、（Ａ）と（Ｂ）の質量の比である（Ａ）／（Ｂ）は、トリートメント性
と染毛性の観点から、好ましくは０．５～２であり、より好ましくは０．５～１．０であ
る。０．５未満では乾燥後の風合いが不十分となる恐れがあり、２を超えると染毛性の向
上効果が低下する恐れがある。
【００２３】
上記メチルポリシロキサンの他にも、任意で１種または２種以上の油性成分を含有するこ
とができる。例えば、高級アルコール、炭化水素油、油脂、ロウ、高級脂肪酸、エステル
油、（Ａ）および（Ｂ）以外のシリコーン油などが挙げられる。
【００２４】
高級アルコールとしては、特に限定されないが、例えば、ミリスチルアルコール、セチル
アルコール、ステアリルアルコール、アラキルアルコール、ベヘニルアルコールなどが挙
げられる。これら高級アルコールのうち、染毛料組成物の保存安定性の観点からセチルア
ルコールおよびステアリルアルコールが好ましい。これらは１種もしくは２種以上を含有
することができる。
【００２５】
炭化水素としては、特に限定されないが、例えば、α－オレフィンオリゴマー、流動パラ
フィン、軽質イソパラフィン、軽質流動イソパラフィン、流動イソパラフィン、マイクロ
クリスタリンワックス、ワセリン、ポリエチレン末、オゾケライト、ポリブテン、セレシ
ンなどが挙げられる。これらは１種または２種以上を含有することができる。
【００２６】
油脂としては、特に限定されないが、例えば、ヤシ油、パーム油、オリーブ油、アボカド
油、ヒマシ油、ゴマ油、ローズヒップ油、メドウフォーム油、月見草油、マカデミアナッ
ツ油、ハッカ油、トウモロコシ油、ナタネ油、コメヌカ油、シア脂などの植物性油脂類、
牛脂、乳脂、馬脂、ミンク油、ラノリンなどの動物性油脂類などが挙げられる。これらは
１種または２種以上を含有することができる。
【００２７】
ロウ類としては、特に限定されないが、例えば、ミツロウ、キャンデリラロウ、コメヌカ
ロウ、セラック、カルナウバロウ、ホホバ油などが挙げられる。これらは１種または２種
以上を含有することができる。
【００２８】
高級脂肪酸としては、特に限定されないが、例えば、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミ
チン酸、ステアリン酸、ベヘニン酸、イソステアリン酸、ヒドロキシステアリン酸、オレ
イン酸、ウンデシレン酸、リノール酸、リシノール酸、ラノリン脂肪酸などが挙げられる
。これらは１種または２種以上を含有することができる。
【００２９】
エステル油としては、特に限定されないが、例えば、アジピン酸ジイソプロピル、アジピ
ン酸ジイソブチル、アジピン酸ビス（２－エチルヘキシル）、アジピン酸－２－ヘキシル
デシル、アジピン酸ジイソステアリル、ミリスチン酸イソプロピル、オクタン酸セチル、
イソオクタン酸セチル、イソノナン酸イソノニル、イソノナン酸イソデシル、イソノナン
酸イソトリデシル、セバシン酸ジイソプロピル、ミリスチン酸オクチルドデシル、パルミ
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チン酸イソプロピル、ステアリン酸ステアリル、ラウリン酸ヘキシル、ミリスチン酸ミリ
スチル、オレイン酸オレイル、オレイン酸デシル、ジメチルオクタン酸ヘキシルデシル、
ミリスチン酸トリイソデシル、ミリスチン酸イソステアリル、パルミチン酸－２－エチル
ヘキシル、乳酸ラウリル、乳酸ミリスチル、乳酸セチル、乳酸オクチルドデシル、酢酸ラ
ノリン、ステアリン酸イソセチル、イソステアリン酸イソセチル、１２－ヒドロキシステ
アリン酸コレステリル、ジ－２－エチルヘキシル酸エチレングリコール、ジペンタエリス
リット脂肪酸エステル、カプリン酸セチル、トリカプリル酸グリセリル、ジカプリン酸ネ
オペンチルグリコール、リンゴ酸ジイソステアリルなどが挙げられる。これらは１種また
は２種以上を含有することができる。
【００３０】
（Ａ）および（Ｂ）以外のシリコーン油としては、特に限定されないが、例えば、２５℃
での粘度が５０ｍｍ２／ｓを超え、１００００ｍｍ２／ｓ未満であるメチルポリシロキサ
ン、メチルフェニルポリシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ポリエーテル
変性シリコーン、アミノ変性シリコーン、ベタイン変性シリコーン、アルキル変性シリコ
ーン、アルコキシ変性シリコーンなどが挙げられる。これらは１種または２種以上を含有
することができる。
【００３１】
上記（Ａ）、（Ｂ）および油性成分の合計量は、１０質量％以上であることが好ましい。
１０質量％未満では、染毛性は高まるものの、十分なトリートメント性を得られない恐れ
がある。また、上記（Ａ）、（Ｂ）および油性成分の合計量は、３０質量％を超えないこ
とが好ましい。３０質量％を超えて含有させると、十分な染毛性を得られない恐れがある
。
【００３２】
本発明による染毛料組成物は、界面活性剤として、陽イオン性界面活性剤、非イオン性界
面活性剤、両性界面活性剤、陰イオン性界面活性剤などを含有することができる。これら
は１種または２種以上を含有することができる。
【００３３】
本発明に用いる界面活性剤は、０．５～５質量％が好ましい。０．５質量％未満の場合、
染毛料組成物の保存安定性が保てず、分離の恐れがある。５質量％を超える場合、染毛性
が低下する恐れがある。染毛料組成物の安定性が保てる範囲で、できるだけ量を少なくす
ることが、染毛性向上の面からより好ましい。
【００３４】
本発明に用いる界面活性剤は、特に限定されないが、トリートメント性の観点から、陽イ
オン性界面活性剤が好ましい。
【００３５】
陽イオン性界面活性剤としては、特に限定されないが、例えば、塩化セチルトリメチルア
ンモニウム、塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩化ベヘニルトリメチルアンモニ
ウム、塩化ジステアリルジメチルアンモニウム、ステアリン酸ジエチルアミノエチルアミ
ド、ステアリン酸ジメチルアミノプロピルアミド、塩化ベンザルコニウムなどが挙げられ
る。これら陽イオン性界面活性剤のうち、塩化ベヘニルトリメチルアンモニウムを含有さ
せることが、染毛性の向上も期待できるため、より好ましい。
【００３６】
本発明による染毛料組成物において、相反するイオン性の成分（例えば、塩基性染料と陰
イオン性界面活性剤）を含有させると、染毛性が低下する恐れがある。こういった組み合
わせになる場合は、効果を妨げないよう含有量を制限することが好ましく、さらに好まし
くは相反するイオン性の成分を含有させないことである。
【００３７】
本発明による染毛料組成物は、その他の添加成分として、低級アルコール、高分子化合物
、ケラチン、エラスチン、フィブロイン、コンキオリン、大豆タンパク、カゼイン、ゼラ
チンなどの蛋白質を酸、アルカリ、酵素などにより加水分解した加水分解物、およびそれ
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らを４級化した陽イオン変性蛋白質などのポリペプタイド、ピロリドンカルボン酸ナトリ
ウム、ヒアルロン酸などの保湿剤、パラベン、フェノキシエタノールなどの防腐剤、リン
酸、クエン酸、酢酸、乳酸、酒石酸などのｐＨ調整剤、その他アミノ酸、植物抽出液、生
薬抽出物、ビタミン類、色素、香料、顔料、紫外線吸収剤などのうち、１種または２種以
上を含有することができる。
【００３８】
本発明による染毛料組成物の剤形は、乳液状、クリーム状として用いることができ、塗布
性の観点からクリーム状が好ましい。
【００３９】
本発明による染毛料組成物のｐＨは４～６が好ましい。染毛料組成物のｐＨが４未満の場
合、染毛性が低下する恐れがある。また染毛料組成物のｐＨが６を超える場合、染料の保
存安定性が低下し、染毛性が低下する恐れがある。
【００４０】
本発明による染毛料組成物は、ポリ容器、ポリチューブ容器、アルミチューブ容器、アル
ミ層入り多層チューブ、パウチ容器などの各種容器に充填され、使用時まで保存される。
【実施例】
【００４１】
以下、本発明を実施例および比較例を挙げて詳細に説明する。ただし、本発明は下記の実
施例にのみ限定されるものではない。数値は特に指定のない限り、質量％である。なお、
メチルポリシロキサンの後に記載されている数値は、２５℃での粘度（ｍｍ２／ｓ）を示
している。
【００４２】
常法に従い、表１に示す染毛料組成物を調製し、下記の評価方法で評価を行なった。
【００４３】
[染毛性]
１００％白髪毛束（品番：ＢＭ－Ｗ－Ａ、ビューラックス社製）１ｇに対し、表１に示す
各染毛料組成物１ｇを均一に塗布した。５分間放置した後、水で十分洗い流し、ドライヤ
ーを用いて毛束を乾燥させ、評価用毛束とした。
【００４４】
専門のパネラー１名が、上記の評価用毛束を目視にて確認し、以下の基準で評価を行った
。
(評価基準)
毛髪の染毛性が非常に高い　５点
毛髪の染毛性がやや高い　　４点
毛髪の染毛性が高い　　　　３点
毛髪の染毛性がやや低い　　２点
毛髪の染毛性が低い　　　　１点
【００４５】
[すすぎ時の指通り]
根元揃え黒髪毛束（品番：ＢＳ－Ａ、ビューラックス社製）を用い、５ｇ２０ｃｍの毛束
を作製した。５ｇの毛束に対し、１０ｇのブリーチ剤（商品名：パルティ　ナチュラルブ
リーチ、ダリヤ社製）を均一に塗布し、３０分放置した後、１％ＳＬＳ水溶液で洗い、水
で十分洗い流した後、タオルドライをして、ブリーチ毛を調製した。
【００４６】
表１に示す各染毛料組成物２．５ｇを、ブリーチ毛に均一に塗布した。５分放置した後、
専門パネラー５名が上記ブリーチ毛を水で洗い流した。この時のすすぎ時の指通りについ
て、以下の基準で評価を行った。５名の平均値を算出し、小数第１位を四捨五入すること
により、評価結果とした。
（評価基準）
毛髪のすすぎ時の指通りが非常に良い　５点
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毛髪のすすぎ時の指通りがやや良い　　４点
毛髪のすすぎ時の指通りが良い　　　　３点
毛髪のすすぎ時の指通りがやや悪い　　２点
毛髪のすすぎ時の指通りが悪い　　　　１点
【００４７】
[乾燥後の風合い]
すすぎ時の指通りの評価に用いた毛束を、ドライヤーの冷風にて、コームを通しながら乾
燥させた。専門パネラー５名がこの乾燥させた毛束について、以下の基準で評価を行った
。５名の平均値を算出し、小数第１位を四捨五入することにより、評価結果とした。
（評価基準）
毛髪の乾燥後の風合いが非常に良い　５点
毛髪の乾燥後の風合いがやや良い　　４点
毛髪の乾燥後の風合いが良い　　　　３点
毛髪の乾燥後の風合いがやや悪い　　２点
毛髪の乾燥後の風合いが悪い　　　　１点
【００４８】
【表１】

【００４９】
実施例１～７について、「染毛性」、「すすぎ時の指通り」および「乾燥後の風合い」に
関して良好な結果が得られた。
【００５０】
以下に染毛料組成物の処方例を例示する。実施例８についても、実施例１～７と同様に、
「染毛性」、「すすぎ時の指通り」および「乾燥後の風合い」に関して良好な結果が得ら
れた。
【００５１】
（実施例８）
成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　含有量（質量％）
（Ａ）メチルポリシロキサン（１０）　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．００
（Ｂ）メチルポリシロキサン（１００００）　　　　　　　　　　　　　　　５．００
（Ｂ）メチルポリシロキサン（１０００００）　　　　　　　　　　　　　　１．００
セチルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．００
アミノプロピルジメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
オレイン酸オレイル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．００
ダイマージリノール酸水添ヒマシ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０
スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
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椿油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０　
ホホバ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
ローズヒップ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０　
塩化ステアリルトリメチルアンモニウム　　　　　　　　　　　　　　　　　０．７０
塩化ベヘニルトリメチルアンモニウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．３０
塩基性茶１６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
塩基性青７５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
塩基性青９９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１５
塩基性黄５７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
ＨＣ青２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
赤色２１３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
１,３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １２．００
エチレングリコール                 　　　　　　　　　　　　　　　　   ６．００
グリセリン         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６．００
パラオキシ安息香酸メチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０３
クエン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１２
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５３．０３
合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．００
【産業上の利用可能性】
【００５２】
本発明により、トリートメント性および染毛性を有した染毛料組成物を提供することがで
きる。
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